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１．法人税等            

円減少しましたが、損益への影響はありません。

２．ストックオプション                      

ました。

３．退職給付引当金　　　　　　　　　

ありません。

４．非継続事業              

継続となった事業に関して、19年３月期の数値を組替えて表示しています。

重要な変更がないため開示を省略します。

なお、上記記載内容以外については、最近の有価証券報告書（平成19年６月22日提出）における記載から

ＦＡＳＢ基準書第144号「長期性資産の減損又は処分の会計処理」の規定に基づき、当第１四半期に非

を超える額について退職年金債務調整額を認識しました。なお、従来はＦＡＳＢ基準書第87号「事業主の

年金会計」の規定により累積給付債務に基づいて最小退職年金債務調整額を認識していました。この結

果、19年３月期のその他の包括利益（△損失）累計額は、2,644百万円減少しましたが、損益への影響は

19年３月期よりＦＡＳＢ基準書第158号「確定給付型年金およびその他の退職後給付制度に関する事業

主の会計」を適用しています。これにより予測給付債務が年金資産の公正価額と退職給付引当金の合計額

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　　　　　　　　　　　　    　　   　　   

20年３月期よりＦＩＮ第48号「法人税等における不確実性に関する会計処理－ＦＡＳＢ基準書第109号

の解釈」を適用しています。この結果、累積影響額として20年３月期の期首のその他の剰余金が266百万

19年３月期より改訂後のＦＡＳＢ基準書第123号「株式に基づく報酬の会計処理」を適用しています。

これにより株式に基づく報酬は公正価値により評価された結果、19年３月期の営業利益は93百万円減少し
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